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↑条文はこちら
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「いじめ」とは
子どもに対して、その子どもと一定の人的
関係にある他の子どもが行う心理的・物理
的な影響を与える行為で、その行為の対象
となった子どもが心身の苦痛を感じている
ものをいいます。インターネットを通じて行
われる行為も含みます。
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いじめの防止等の取組は、全ての
子どもが学校、地域等で安心して
学び、さまざまな活動に取り組み、
育つことができるよう、それぞれの
立場で責務を果たし、役割を担
い、市全体で積極的に行わなけれ
ばなりません。
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目的は
全ての子どもたちが安心して
生活し、健やかに学び育つこ
とができる社会を実現するこ
とです。
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子ども
こ

お互いが大切な存在であると考
え、いじめをなくすために自分で
できることに取り組みます。
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保護者
子どもの良き手本となり、規範意
識や思いやる心を育てるととも
に、子どもの気持ちを受け止め
るよう努めます。
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保護者や関係機関と連携し、い
じめの防止や早期発見に取り
組み、いじめの早期解消のため
に対処します。
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地域住民
地域の子どもを見守り、健全に過
ごせる環境づくりに努め、いじめ
の防止等の取組に協力します。
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市（教育委員会を含みます）
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市全体でいじめの防止等に取り
組めるよう必要な施策を行い、
関係機関との連携を図ります。
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事業者
児童等が安心して生活し、健や
かに成長できる環境づくりの推
進や、いじめの防止、早期発見に
努めます。
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